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2． 洪水調節 

2.1  評価の進め方 

2.1.1  評価方針 

洪水調節に関する評価は、淀川の流域の情勢（想定氾濫区域の状況）を踏まえた上で、天ケ瀬ダ

ムの洪水調節計画及び洪水調節実績を整理し、これらの状況について評価を行う。 

 

2.1.2 評価手順 

以下の手順で評価を行う。評価のフローは図 2.1-1 に示すとおりである。 

 

（1） 想定氾濫区域の状況整理 

想定氾濫区域の状況については、これまでのとおりまとめ、資料の整理とする。 

 

（2） 洪水調節の状況 

洪水調節計画及び洪水調節実績について整理する。 

洪水調節計画は主に工事誌等を参考とし、洪水調節実績は洪水実績表等から整理を行い、一覧表

等にまとめる。 
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図 2.1-1 評価手順 

 

 

  

洪水調節の効果 

浸水想定区域図、河川現況調査、河川整備基本方針等の資料を参考

に整理する。 

洪水調節計画の整理 

洪水調節実績の整理 

想定氾濫区域の状況の整理 

洪水調節の状況 

・流量低減効果 

・水位低下効果 

・労力（水防活動）の低減効果 

・流芥等流出抑制効果 

ダムを取り巻く社会環境の変化等を整理 
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2.1.3  洪水調節に関わる天ケ瀬ダムの特徴 

洪水調節に関わる天ケ瀬ダムの特徴を以下に示す。 

 

■天ケ瀬ダムは、宇治川の洪水被害を軽減するために洪水調節を行うとともに、下流淀川の洪水

時には二次調節を行って、淀川の洪水被害の軽減を図る。 

 

■宇治市の市街地からは上流約 2km と極めて近い位置にあり、宇治橋地点の集水面積の 96％を天

ケ瀬ダムが占めており、宇治市の市街地に対して非常に大きな洪水調節効果が期待できる。 

 

■宇治川最下流の三川合流地点まででも距離で 18km（洪水到達時間 3 時間程度）、集水面積割合

で 70％を占め、宇治川全川にわたって大きな洪水調節効果が期待できる。 

 

■下流淀川の基準点枚方地点に対しても距離 27km（洪水到達時間 6時間程度）、集水面積割合 10％

となっており、淀川水系のダム群の中でも最も洪水調節効果を発揮し易い位置にある。 

 

■洪水調節容量 2,000万 m3を確保するためには、洪水前に予備放流を行う必要がある。 

 

■予備放流、洪水調節、洪水調節後の貯水位低下を行う場合には、上流の瀬田川洗堰の操作につ

いて放流量の制限や全閉を行うことが前提となっており、天ケ瀬ダムの洪水調節の実施にあた

っては、瀬田川洗堰との緊密な連携操作を実施する必要がある。 
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2.2  想定氾濫区域の状況 

2.2.1 想定氾濫区域の位置及び面積 

淀川の想定氾濫区域は、京都府から大阪府にかけての都市部に及ぶ。国道交通省近畿地方整備局

淀川河川事務所によれば、浸水面積は 265km2と推計されている。
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2.2.2  想定氾濫区域の状況 

（1） 土地利用の変遷 

淀川水系沿川では昭和 30 年以降市街化が進み、特に下流域においては、広く市街地が形成され

ている。また、近年においても琵琶湖流域において市街化が進行している。 

 

 

 

図 2.2-4 淀川水系沿川の土地利用の変遷 

出典：資料 2-2 
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（2） 淀川水系を取り巻く社会環境 

淀川水系の想定氾濫区域内の人口は約 537 万人となっている。 

 

 

表 2.2-1 淀川流域想定氾濫区域内人口及び資産 

年度 想定氾濫区域内人口 想定氾濫区域内資産 

平成 22 年河川現況調査 約 537 万人 約 102兆 9580 億円 

出典：資料 2-3 

 

 

表 2.2-2 淀川及び宇治川流域の概要 

 

※宇治川流域は天ケ瀬ダム～三川合流地点までの流域 

出典：資料 2-3 

 

  

項目 淀川流域 宇治川流域

流域面積（km
2
） 8,240 179

人口集中地区面積（km
2
） 910.3 69.4

都市地域（km
2
） 4,593.5 144.5

市街化区域・用途地域（km
2
） 1,092.8 70.8

市街化調整区域（km
2
） 2,790.7 73.4

農業地域（km
2
） 2,261.1 18.6

森林地域（km
2
） 4,331.5 49.8

耕地面積（ha） 89,804 1,470

流域人口（人） 10,985,572 662,931

流域世帯数（世帯） 4,470,579 294,299

事業所数（二次産業） 102,535 4,272

（三次産業） 436,539 18,555

一般資産額合計（百万円） 197,269,498 10,445,111

家屋資産額（百万円） 94,247,717 5,207,876

家財資産額（百万円） 66,556,348 3,933,530

事業所資産額（百万円） 36,359,263 1,299,361

農漁家資産額（百万円） 106,170 4,344
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（2） 淀川水系河川整備計画 

平成 21 年 3 月に淀川水系河川整備計画を策定し、今後概ね 30 年間で実施する整備内容につい

て示した。 

河川整備計画においては、塔の島地区における河道整備や天ケ瀬ダムの再開発事業による天ケ

瀬ダムの放流量の増強等が位置付けられている。 

 

 

図 2.3-2 淀川水系河川整備計画の内容（抜粋） 

出典：資料 2-5 
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表 2.3-1 天ケ瀬ダム操作規則（抜粋） 

（予備放流） 

第 15条 所長は、水位が予備放流水位を超えている場合に、洪水調節を行う必要が生ずると認めるときは、

水位を予備放流水位に低下させるため、毎秒 1，140 立方メートルの水量を限度として、ダムから放流を行

うものとする。 

ただし、気象、水象その他の状況により特に必要と認める場合においては、当該限度にかかわらず、下流に

支障を与えない程度の流量を限度として、ダムから放流を行うことができる。 

 

（洪水調節） 

第 16条 所長は、次の各号に定める方法により洪水調節を行わなければならない。 

ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、この限りでない。 

一 流入量が毎秒 1，140 立方メートル以上のとき（次号に掲げるときを除く）は、毎秒 1，140 立方メート

ルの水量を放流すること。 

二 前号の方法による操作の後、流入量が毎秒 1，140 立方メートル以上で、かつ、減少し始めた時以後にお

いて、枚方地点の水位（枚方水位観測所に設置された水位計の測定値をいう。以下同じ。）が現に零点高（標

高 6．868 メートルをいう。以下同じ。）＋4．5 メートルを超え、かつ、零点高＋5．3 メートルを超えるお

それがあるときから、枚方地点の水位が低下し始めたことを確認するときまでは、毎秒 250 立方メートルの

水量を放流すること（以下「2次調節」という。）。 

ただし、2 次調節を行うために必要な貯水池容量が不足すると予想されるときは、その開始を遅らせること

ができる。 

三 2 次調節の後は、毎秒 1，140 立方メートルの水量を限度として、放流量が流入量に等しくなる時まで放

流すること。 

2 所長は、関西電力株式会社宇治発電所（以下「宇治発電所」という。）の運転停止時においては、前項に

規定する流入量及び放流量に毎秒 60 立方メートルの水量を加算し、洪水調節を行うものとする。 

 

（洪水調節等の後における水位の低下） 

第 17 条 所長は、前条の規定により洪水調節を行った後又は第 19 条の規定により洪水に達しない流水の調

節を行った後において、洪水期にあって水位が制限水位を超えているときは、速やかに、水位を制限水位に

低下させるため、毎秒 1，140立方メートルの水量を限度として、ダムから放流を行わなければならない。 

ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、下流に支障を与えない程

度の流量を限度として、ダムから放流を行うことができる。 

 

（琵琶湖の水位低下のための操作が行われているときの流水の放流） 

第 18条 所長は、前条の放流の後において、瀬田川洗堰において琵琶湖の水位低下のための操作が行われて

いるときは、第 16条の規定にかかわらず、流入量に相当する水量の流水をダムから放流することができる。 

2 前項の放流の後において、洪水期にあって水位が制限水位を超えているときは、速やかに、水位を制限水

位に低下させるため、毎秒 1，440 立方メートルの水量を限度として、ダムから放流を行わなければならな

い。 

ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、下流に支障を与えない程

度の流量を限度として、ダムから放流を行うことができる。 

出典：資料 2-7 
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また、天ケ瀬ダム操作規則の第 18条で示されている瀬田川洗堰との連携の関係から、瀬田川洗

堰の洪水時の操作規則（概要）を示すと、以下のとおりである。 

 

表 2.3-2 瀬田川洗堰操作規則（抜粋） 

(1)琵琶湖周辺の洪水防御(第 14 条) 

琵琶湖の水位が、制限水位を超えているとき又は超えることが予想されるときは、洗堰からの放流に

より、琵琶湖の水位を制限水位に低下させ、又は琵琶湖の水位の上昇を抑制しなければならない。また、

琵琶湖周辺の洪水を防御するため、速やかに、水位を低下させ、又は水位の上昇を抑制する必要がある

ときは、洗堰の既設部分を全開しなければならない。 

(2)下流淀川の洪水流量の低減(第 15 条) 

天ケ瀬ダムにおいて予備放流のための操作が行われているときは、放流量を 200m3/s にしなければな

らない。また、天ケ瀬ダムにおいて洪水調節の後の水位低下のための操作が行なわれているときは、放

流量を 300m3/s にしなければならない。 

但し、前述した規定にかかわらず、天ケ瀬ダムにおいて洪水調節が開始されたときから、洪水調節の後

の水位低下のための操作が開始されるまでと、枚方地点の水位が現に零点高(O.P.+6.868m)+3.0m を超

え、かつ零点高+5.3m を超えるおそれがあるときから、枚方地点の水位が低下し始めたことを確認する

までは、洗堰を全閉しなければならない。 

(3)非常洪水時の操作(第 16 条) 

琵琶湖周辺又は下流淀川において重大な洪水被害が生じ、若しくは生ずるおそれがある場合における

洗堰の操作は、前 2 条の規定によらないことができる。 

 

出典：資料 2-6 
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2.3.2 洪水調節実績 

昭和 40 年度のダム管理開始以降、令和 6 年度までに 19 回の洪水調節を行っている。 

ダム管理開始以降の最大流入量は、昭和 40 年 9 月 17 日の 1,528m3/s であり、調節量は 813m3/s

であった。 

天ケ瀬ダムでは平成 29年度以降、洪水調節が必要な出水はなく、洪水調節を実施していない。 

 

表 2.3-3 洪水調節実績一覧表 

 

※昭和 44.7洪水の調節量は最大流入量と最大放流量の差分とする。 
※赤枠は管理開始以降の最大値を示している。 

出典：資料 2-8 

 

 

  

最大流入量 最大放流量
最大流入時

放流量

昭和40年9月17日 台風２４号 1,528 715 715 813 715 6,868

昭 和 44 年 7 月 8 日 低気圧・梅雨前線 948 766 - ※ 182 766 2,211

昭和47年7月11日 梅雨前線 1,047 859 838 209 859 4,252

昭和47年9月16日 台風２０号 1,281 800 797 484 800 5,228

昭和51年9月11日 台風１７号 842 783 768 74 783 3,391

昭 和 57 年 8 月 1 日 台風１０号 1,370 838 828 542 838 6,271

昭和60年6月25日 低気圧・前線 844 833 825 19 833 2,459

昭 和 60 年 7 月 1 日 台風６号 892 837 836 56 837 2,203

昭和61年7月21日 前線 950 834 766 184 834 3,137

昭和61年7月22日 前線 1,047 838 836 211 838 3,760

平 成 5 年 6 月 30 日 梅雨前線 864 838 835 29 838 2,443

平 成 5 年 7 月 3 日 前線 880 837 731 149 837 2,743

平 成 5 年 7 月 5 日 前線 1,051 838 837 214 838 4,104

平 成 7 年 5 月 12 日 低気圧 928 834 833 95 834 4,760

平 成 7 年 7 月 6 日 梅雨前線 912 835 833 79 835 2,866

平成24年6月22日 前線 994 840 837 157 840 2,334

平成24年8月14日 前線（京都府南部豪雨） 988 508 156 831 508 1,734

平成25年9月16日 台風１８号 1,363 1,151 855 508 1,151 約7,500

平成29年10月23日 台風２１号 879 810 792 87 810 6,222

洪水調節実施日 発 生 要 因 槇尾山流量 枚方流量
調節量※

天ケ瀬ダム(m3/s)
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（2） 天ケ瀬ダムの防災操作に関する説明会 

令和 6 年度に天ケ瀬ダムの防災操作に関する説明会を開催した。本説明会は例外を除き、毎年開

催されている。（定期報告書期間外であるが、直近では令和 7 年 6 月に開催されている。） 

 

 

出典：資料 2-9 

  

【実施概要】 

○日時：令和 6 年 6 月 11 日（月）10：00～11：15 

○開催方法：WEB 併用 

○参加機関：（報道機関）NHK 京都放送局、KBS 京都、京都新聞社 

（説明機関）京都府、水資源機構（桂川・猪名川ダム総合管理所、木津川ダム総合管 

理所）、淀川ダム統合管理事務所  

※対象ダム：天ケ瀬ダム、髙山ダム、布目ダム、日吉ダム、大野ダム、畑川ダム 

   

【実施内容】 

○ダムの役割と防災操作について、京都府内の報道関係者を対象に説明会を開催した。 

○説明会は京都府、水資源機構、淀川ダム統合管理事務所の 3 機関合同で行い、各ダムの特徴・役

割・洪水時の防災操作等について説明した。 

○淀川ダム統合管理事務所からは、天ケ瀬ダムの予備放流や琵琶湖との連携操作等、洪水時の防     

災操作について説明した。 

 

【主な質問事項（抜粋）】 

Q.天ケ瀬再開発の放流量アップというのは下流とっては負担になるのではないか。 

A.宇治川の改修を行った上で再開発事業を実施している。流量をコントロールできる幅が増える     

ことにより洪水を処理する能力が高まる。 

Q.渇水対策とはどういったことをするのか。 

A.渇水連絡調整会議を開催し、関係者が集まり利用調整を行い、徐々に放流量を絞っていく。 

A.最近では渇水時に取るべき行動をあらかじめ時系列で整理した行動計画「渇水タイムライン」が

活用されている。 

 

   

図 2.5-5 説明資料（R7 実施時）    図 2.5-6 実施状況（WEB 画面・R7 実施時） 
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2.6  まとめ 

天ケ瀬ダムの洪水調節の評価結果を以下に記す。 

 

■ 天ケ瀬ダムでは、平成 29 年以降、洪水調節が必要な出水が生じていないため、至近 5 ヶ年

（令和 2 年～令和 6 年）の間に洪水調節を実施しなかった。 

■ 管理を開始した昭和 40年から令和 6 年までの 60 年間で洪水調節を 19 回実施し、下流の洪水

被害を軽減している。 

■ 至近 5 ヶ年度（令和 2年度～令和 6 年度）の平均流芥回収量は約 56t/年であり、流芥物が下

流へ流出することによる下流河川への被害軽減や環境の保全に寄与している。 

■ 予備放流を実施し、台風等の災害時に備えて洪水調節容量を確保している。 

 

以上より、天ケ瀬ダムは洪水調節効果を発揮し、宇治川及び淀川の治水に貢献している。 

 

 

今後の方針としては、さらなる洪水調節機能を発揮するため、予測精度向上等による着実な予備放

流の実施、事前放流等の運用体制の構築を目指す。また、引き続き洪水調節機能が十分発揮できるよ

う、ダム管理者として雨量や流出予測の精度向上を図るとともに、瀬田川洗堰と緊密な連携をとっ

て、確実な洪水調節の実施に努めていく。 
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2.7 文献リストの作成 

天ケ瀬ダムの洪水調節にかかわる評価のため、以下の資料を収集整理した。 

 

表 2.7-1 洪水調節に使用した文献・資料リスト 

№ 報告書またはデータ名 発行者 発行年月 箇所 

2-1 浸水想定区域図 淀川河川事務所 平成 14年 6月 想定氾濫区域の状況 

2-2 淀川水系環境管理基本計画 淀川河川事務所 平成 2年 3月 土地利用の変遷 

2-3 河川現況調書 近畿地方整備局 平成 22年 
淀川を取り巻く社会

環境 

2-4 淀川水系河川整備基本方針 淀川河川事務所 平成 19年 8月 
淀川水系河川整備計

画 

2-5 淀川水系河川整備計画 淀川河川事務所 平成 21年 3月 
淀川水系河川整備基

本方針 

2-6 瀬田川洗堰操作規則 琵琶湖河川事務所 - 洪水調節計画 

2-7 天ケ瀬ダム操作規則 淀川ダム統合管理事務所 - 洪水調節計画 

2-8 天ケ瀬ダム管理年報 淀川ダム統合管理事務所 - 洪水調節実績等 

2-9 淀川ダム統合管理事務所提供資料 淀川ダム統合管理事務所 - 副次効果 

2-10 近畿地方整備局 HP 国土交通省近畿地方整備局 令和 3年 8月 
淀川水系河川整備計

画の変更 

2-11 天ケ瀬ダムただし書き操作要領 淀川ダム統合管理事務所 
令和 2年 5月 

令和 5年 4月 

ただし書き操作要領

の改訂 

2-12 水文水質データベース 国土交通省 - 予備放流の実施 

2-13 
令和 5 年度宇治市防災訓練への参

加についての報告書 
淀川ダム統合管理事務所 令和 5年 10月 提言の取り組み 

2-14 淀川ダム統合管理事務所 HP 淀川ダム統合管理事務所 - 事務所 HPの改良 

 

 

  




